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書評 佐々木正明『「動物の権利」運動の正体』 

浅野幸治 

 

 本稿では、佐々木正明『「動物の権利」運動の正体』（PHP 新書、2022 年）を批評する。

本書は、前半（第３章まで）と後半（第４章と第５章）に分けることができる。前半はヤ

ブキレンとアリイサユの人と活動の紹介である1。この２人が、前半の物語の主演男優と

助演女優と言ってよい。そこでは、反イルカ漁運動と言われるけれども、実際のところ、

どういう人がどういうことをしているのかが紹介される。レンとサユは、「動物の権利」

運動を担っている人のほんの２例にすぎない。そこから、「動物の権利」運動を担ってい

る人たちはどうだという一般化はできない。そういう一般化は「性急な一般化」の誤謬と

呼ばれる。例えば、レンが田舎育ちだから、「動物の権利」運動を担っている人たちはみ

な田舎育ちだということはできない。サユが家庭内暴力の被害者だから、「動物の権利」

運動を担っている人たちはみな家庭内暴力の被害者だということもできない。とはいえ、

レンとサユに共通な点もある──動物への共感である。おそらく佐々木がレンとサユを紹

介するのは、２人の具体的な姿を見て、それを入り口として「動物の権利」運動に入って

いこうということなのだろう。 

 「動物の権利」運動の基底にあって原動力となっているのは、「動物の権利」思想であ

る。「動物の権利」思想（およびそれと一体になった「ビーガン」という生活実践）が、

「動物の権利」運動を担う人たちに共通であり、「動物の権利」運動を理解するために重

要な部分である。だから、「動物の権利」思想が、佐々木が述べるように、本書の主目標

と言ってよい（９頁）2。本書の後半で、佐々木は「動物の権利」思想と「ビーガン」とい

う生活実践を紹介する。 

 前半におけるレンとサユの具体的な紹介と後半における「動物の権利」思想の紹介──

このどちらにおいても、世間であまり知られていないことを広く紹介したという点に本書

 
1
  ヤブキレンは、「生物調査局（Life Investigation Agency）」を名のる「動物の権利」運動団体の代

表者である。アリイサユは、アニマルライツ大阪の設立者である。生物調査局（LIA）について

は、そのホームページを参照。https://ngo-lia.org/ 
2
  （）内の頁数は、特に断らない限り、すべて佐々木『「動物の権利」運動の正体』の頁数である。 
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の功績がある。 

 本書の書誌情報にも奥付にも書かれていないけれども、実は本書の執筆者は佐々木正明

だけではなく、第５章はジェイ・アラバスターが書いている。評者としても、佐々木とア

ラバスターをあまり区別せずに本書を批評していく。また評者自身は、動物権利論の立場

に立つので、その視点から批評する。 

 以下では、初めに、比較的重要な内容面を中心に第４章と第５章について批評する（第

１節から第４節）。その後で、女性への着目その他の個別的な点を述べていく（第５節と

第６節）。 

 

第１節 「動物の権利」思想 

 第４章で佐々木は、「動物の権利」思想を紹介する。「キーワードは「動物の権利」と「ビ

ーガン」である」（132 頁）。 

 まず「動物の権利」という考えを佐々木は、ピーター・シンガー『動物の解放』（1975

年）とトム・リーガン『動物の権利擁護論』（1983 年）とゲイリー・L・フランシオン『動

物の権利入門』（2018年）に依拠して説明する。シンガーからは次のように種差別という

考えを紹介する。 

 

「その属する種（species）のみを理由として動物を差別することは偏見の一形態

であって、これは人種に基づく差別が不道徳で擁護しえないのと同様に、不道徳

で擁護しえない」（133 頁） 

 

言い換えると、動物には差別されない権利があるということである。これは通常は積極的

に、「平等な配慮を受ける権利」3と呼ばれるものである。どうして動物にはそういう権利

があるのかという点に関して佐々木は、リーガンに依拠して次のように説明する。 

 

知覚や欲求などの感覚を備える生き物はすべての自由の権利や生きる権利を持

ち、人間と同等の権利を認めるべきだ（133〜134頁） 

 

 
3
  シンガー『動物の解放』、28 頁。 
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つまり、知覚や欲求などの感覚を備えることが、生命権とすべての自由権の根拠になると

いうことである。これは、別の見方をすると、権利を有する動物の定義と言うこともでき

る。これで、知覚や欲求などの感覚を持たない木石には権利がないということが説明され

る。 

 次いで「ビーガン」の定義を佐々木は、マーク・ホーソーン『ビーガンという生き方』

に依拠して4紹介する。 

 

ビーガンとは、動物搾取の産物を可能な限り一掃しようとする考え方で、具体的

には、肉・乳・卵・蜂蜜などを避け、衣では絹・革・毛皮・羊毛などを避け、さ

らに動物実験を経た化粧品を避け、こうした動物搾取を推進する企業や研究に反

対する社会運動である（136頁） 

 

「動物の権利」と「ビーガン」は、佐々木も述べるように「表裏一体の関係にある」（132

頁）。動物に権利があるから、その侵害である動物搾取を止めようというのが、ビーガン

だからである。この点の説明として佐々木は、フランシオンの言葉を引用する。 

 

「動物に道徳的権利があるとして、人間は結果に関わらず動物搾取をただ規制す

るのではなしに廃絶しなければならない」（134頁） 

 

この引用はフランシオンの『動物の権利入門』の文脈から切り離されているので少し分か

りにくい。けれども、それを考慮に入れて直せば、佐々木の本書の中で、引用の「動物に

は道徳的権利があるとして」の部分は「動物に道徳的権利があるので」と読めばよい。「結

果に関わらず」というのは、大きな便益のためであっても権利が犠牲にされてはならない

という趣旨である。 

 （恐らく図らずも）佐々木の本書では、「ビーガン」の２つの用法が区別されている。

丸括弧の中で「恐らく図らずも」と書いたのは、佐々木が２つの用法の違いに注意を促し

ていないからである。「現代人が肉食をやめてビーガンを志す主な理由」に関して佐々木

は、週刊誌『AERA』２０２０年 3月２０日号の記事を紹介して次のように述べる。 

 
4
  より正確には、同書を訳して解題を書いた井上太一に依拠して、と思われる。 
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①動物愛護、②自身の健康、③環境保護という３つの動機で、特に若い世代は環

境保護への高い関心から、ビーガンに転じる人が多いのだという。（138頁） 

 

この中で自身の健康や環境保護という動機からビーガンになった人は、動物愛護という動

機を持っていないかもしれない。その場合のビーガンは、上で述べたビーガンの定義から

外れる。そういう人と「動物の権利」思想からビーガンになった人との共通点は、肉・乳・

卵を食べないということである。上で定義した「ビーガン」が脱搾取主義とすれば、こち

らの「ビーガン」は純菜食主義または完全菜食主義である。別の言い方をすれば、純菜食

主義者の中には、脱搾取主義の者もいれば、そうでない者もいる。そして佐々木によれば、

脱搾取主義でないビーガンも脱搾取主義のビーガンも増えているということのようであ

る。もちろん「動物の権利」運動の担い手は脱搾取主義のビーガンである。 

 以上のように佐々木は簡潔に「動物の権利」思想と「ビーガン」を説明する。それを一

言で繰り返せば、動物には生命権や自由権があるので、人間は動物搾取を止めるべきだと

いうことである。そこでは、「ビーガン」という言葉が示唆するように、畜産が最大の問

題である。 

 では、なぜ「イルカ漁をターゲットにするのか」（142 頁）。これの説明として佐々木は、

森下丈二のカリスマ動物説を次のように紹介し説明する。 

 

「クジラは、ゾウやトラ、オオカミ、サメなどと同様の『カリスマ動物』であり、

基本的に人間が手を付けるべきではないという考え方である。‥‥」／森下によ

れば、カリスマ動物の部類に入るのは基本的には大型脊椎動物で、子供もふくめ

て誰もが知っており、絶滅危惧種と思われているといった特徴もあり、決して資

源とみなされないのだという5（143〜144頁） 

 

カリスマの概念は難しいけれども、要するに佐々木によれば、運動団体はイルカを「戦略

的」に利用しているということのようである（147 頁）。たしかに運動団体が戦略的に利用

するのは、パンダであってもかまわないし、トラであってもゾウであってもウサギであっ

 
5
  この引用で、前半部は森下からの引用である──つまり佐々木が森下を引用している。 
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てもかまわないだろう。もちろん、イルカであってもかまわない。 

 

第２節 水産庁と和歌山県の見解 

 第４章の最後で佐々木は、すでに紹介した動物の権利思想に対置して、水産庁と和歌山

県の見解を紹介する。佐々木は論点を５つに絞って、質問に答える形で水産庁と和歌山県

の見解を紹介する。ただし、そのうち３つ目の論点「捕鯨は海の生態系にダメージを与え

るのか？」はそれほど重要と思われないので、ここでは省略する。残る４つの論点を順々

に見ていこう。１つ目の質問は、「太地町の人々にとって、捕鯨やイルカ漁とは何か？ ど

のような歴史があるのか？」というものである。ここで質問は２点、つまり歴史と現在の

意味とである。歴史を佐々木は 10 行でまとめて紹介する。現在の意味について佐々木は

次のように述べる。 

 

太地町では現在も捕鯨が行われており、ミンククジラを主な捕獲対象とする捕鯨

業のほかに、ゴンドウ類やイルカ類を捕獲対象とする鯨類追込網漁業などが営ま

れています。太地町では農地が少なく、海からの恵みを糧に生活をしてきた歴史

があり、現在もその風土に根ざした生活様式は、大きくは変わっていません。（158

頁） 

 

しかし、この説明は漠然としていて、たいしてなにも分からない。この引用の１つ目の文

は事実であるけれども、それにどういう意味があるのかが述べられていない。２つ目の文

の前半部は歴史的事実であるけれども、後半部は事実かどうかも疑わしい。例えば 18 世

紀にはほとんどの就業者が農業か漁業に従事していたはずである。しかし現在では第１次

産業に従事する人は就業者の中の７％余りであり、ほとんどの人は第２次産業か第３次産

業に従事している6。したがって、捕鯨やイルカ漁の意味を問うとしたら、捕鯨やイルカ漁

に従事している人にとって捕鯨やイルカ漁とは何か、ではないだろうか。例えば、いつ、

どのようにして捕鯨やイルカ漁に従事するようになったのか、捕鯨やイルカ漁による収入

は収入全体の何割くらいになるのか、等々。 

 
6
  平成 27 年国勢調査 就業状態等基本集計 和歌山県太地町による。 
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 ２つ目の質問は、「現代人は、クジラを食べる人が減っている。クジラを食べることは、

日本の食文化なのか？」というものである。これは事実を指摘し、その上で疑問を呈して

いる。では鯨肉の消費はどうなっているのか。2022 年度に鯨肉の国内生産量は約２千ト

ンで、消費量も約２千トンであった7。これは国民１人１年当たりに換算すると約 16グラ

ムである。つまり１人が１年間に 16 グラム食べたという計算である。参考までに、牛肉

の国民１人１年当たり消費量は 6.2 キログラム、豚肉は 13.1 キログラム、鶏肉は 14.2 キ

ログラムで、魚介類は 22 キログラムであった。比較的身近な鶏肉の消費量と比べると、

鯨肉の１人当たり消費量は鶏肉の約 887 分の１である。とはいえ質問は、「クジラを食べ

る量が減っている」というのではなく、「クジラを食べる人が減っている」というのであ

った。国民１人が１年間に 16 グラムの鯨肉を食べた計算になると言っても、鯨肉の消費

には大きな偏りがある。なかには１人で 10 キログラムも 20 キログラムも食べる人がいる

からである。その分、鯨肉をまったく食べない人も多いということになる。そこから、「ク

ジラを食べることは、日本の食文化なのか」という疑問が出てくる。 

 この２つ目の質問に対して、水産庁や和歌山県の見解は、半分譲歩するように見える。

佐々木は次のように紹介する。 

 

１９８２年に採択された「商業捕鯨モラトリアム」の導入以降、日本における鯨

肉の流通量が限られてきました。これにより、消費が多い地域以外ではクジラの

流通が激減し、日本に鯨肉食文化があることに実感が持てない人々が増えてきた

ように思われます。（159 頁） 

 

「消費が多い地域」というのは具体的には「北海道、東北地方、和歌山県、高知県、九州

北部など」（159 頁）である。「日本の食文化なのか」という問いへの答えは、当然ながら

「日本の食文化」という言葉の定義に依る。「日本の食文化」というと、日本のどこでも

みんなが食べているという意味合いが強い。その意味では、鯨肉食は「日本の食文化」で

はない。ただし「日本の食文化」は別の意味では、日本（のどこか）にある食文化という

意味でもありうる。水産庁や和歌山県の見解は、「日本の食文化なのか」という問いには

 
7
  令和４年度食料需給表による。 
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直接答えないで、「日本に鯨肉食文化がある」というように意味をすり替えて答えている

ように思われる。実質的に「日本の食文化」でないということを認めて、日本における一

定地域の食文化にすぎないことを認めるわけである。ここまで譲歩した上で、水産庁や和

歌山県の見解は、地域の食文化を次のように「個人の自由」という論理で擁護する。 

 

食文化においては、世界のそれぞれの地域や国の生活環境、自然環境、歴史など

にも配慮し、持続的に利用できる十分な資源がある限りにおいて尊重されるべき

であり、何を食べたいかは個人の自由です。（159 頁） 

 

ここでは文化を尊重することが大前提であり、それを制約するのは資源の持続可能性だけ

である。資源の枯渇は、当事者にのみ影響する場合は、当事者がそれを甘受することがで

きる。資源の枯渇が他人に影響する場合は他人の利益を侵害することになる。だから要す

るに他人に害を加えなければ、何をしようと個人の自由だという論理である。 

 ２つ目の質問に関しては、質問者も水産庁や和歌山県も「現代人は、クジラを食べる人

が減っている」ということを事実として受け入れているようである。しかし、それはそれ

ほど明白ではない。昔、例えば 18 世紀に、何人の人が捕鯨に従事していたのか、１年間

に何頭のクジラを捕って、どのくらいの鯨肉を生産していたのか。それは当時の日本人１

人あたりどの程度の消費量になったのか。そうした事実がよく分からないからである。た

だし容易に想像できることはある。近代捕鯨とは違って、昔の捕鯨技術では、それほど多

くのクジラを捕ることはできなかった。また魚でも、その消費は主に漁村周辺に限られて

いた。輸送手段や冷凍技術がなかったからである。クジラなら、なおのこと消費が限定的

だったのではないだろうか。 

 ３つ目の質問は、「世界の捕鯨はどうなっているのか？ 水族館でのイルカショーは見

られなくなるのか？」というものである。ここには２つの問いがある──世界における捕

鯨の状況と、水族館でのイルカショーである。捕鯨の状況について佐々木は水産庁や和歌

山県の見解を次のように紹介する。 

 

鯨類を含む野生動物を持続的に利用しようとする考え方は世界の多くの国が支

持しているものであり、世界中の人々が捕鯨に反対しているという理解は正しく
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ありません。／実際にノルウェー、アイスランドでも捕鯨が行われているほか、

アメリカやロシアにおいても、先住民の生存に必要なものとして捕鯨を行うこと

が認められています。（160 頁） 

 

たしかに世界においても日本においても、捕鯨に反対する人もいれば反対しない人もいる。

必ずしも多数派が正しいということもない。しかし、先住民の生存に必要な場合とそれ以

外の場合とでは違うということには注意を促したほうがよいのではないだろうか。太地町

で捕鯨に従事する人たちは先住民ではないからである。 

 イルカショーの問いについても、水産庁や和歌山県の見解は直接答えない。動物園・水

族館の問題に少しずらせて答える和歌山県の見解を佐々木は次のように紹介する。 

 

日本や世界の各地の動物が展示される動物園や水族館では、愛情のある飼育員の

手によって動物は大事に育てられています。施設を訪れる人は、動物たちを身近

に見て、生態を観察することができます。こうした経験をきっかけにして、野生

動物のすばらしさを知り、動物や自然に興味を持ち、適切な保護に関心を持つよ

うになった人々も少なくないでしょう。動物園や水族館は社会的にも教育的にも

重要な役割を担っています。／加えて、現在の動物園や水族館は希少な生物を保

護・繁殖させることで種の存続を図ったり、習性などを理解するための研究を行

ったりといった学術的な使命も担っています。動物園や水族館による野生動物の

展示を否定してしまうと、施設が担っている重要な役割までも排除されてしまう

ことになります。（160〜161 頁） 

 

イルカショーの問いに、なぜ水産庁や和歌山県の見解は答えないのだろうか。実は、水産

庁や和歌山県の資料──「水産庁 よくある質問 捕鯨問題一般」と「太地町でのイルカ

漁業に対する和歌山県の公式見解」──には、イルカショーの問いがない。したがって、

答えようがないのである。にもかかわらず佐々木がイルカショーの問いを立てたのは、水

産庁や和歌山県の見解がイルカショーの問いに答えていないことを明確化するためであ

るのかもしれない。 

 代わりに和歌山県の見解は、一般的に動物園・水族館を、その効用に訴えて擁護する8。

 
8
  イルカショーの問いに答えていないのは、水産庁の見解も和歌山県の見解も同じであるけれど
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しかし、その擁護論の一歩手前で、和歌山県の見解は、「愛情のある飼育員の手によって

動物は大事に育てられています」と述べて、動物園・水族館を消極的に弁護している。こ

こには、動物を虐待しているわけではありませんという意味合いが込められている。問題

は、「愛情のある飼育員の手によって動物は大事に育てられています」というのは事実か

どうかである。それは「愛情のある」というのがどういうことか、「大事に育てられる」

というのがどういうことかに依るだろう。飼育員は主観的には愛情をもって動物を大事に

育てているかもしれない。しかし経営者は動物を客観的に劣悪な環境においているかもし

れない。 

 さて、和歌山県が挙げる動物園・水族館の効用は４つである。第１に、「動物たちを身

近に見て、生態を観察する」という教育的効用である。第２に、「こうした経験をきっか

けにして、野生動物のすばらしさを知り、動物や自然に興味を持ち、適切な保護に関心を

持つようになった人々も少なくない」という社会的効用である。第３に、「希少な生物を

保護・繁殖させる」という種の存続効用である。第４に、「習性などを理解するための研

究」を行うという学術的効用である。しかし、それだけでは、効用がないわけではないと

言っているにすぎない。効用があるというだけではなくて、どれだけの効用があるかとい

うことが重要である。また正の効用があるのであれば、負の効用も考慮に入れて、差し引

き正の値になるのか負の値になるのかということも重要である。さらに、動物園・水族館

に効用があるにしても、同じ効用が別の仕方でよりよく達成されるかどうかを考えること

も必要だろう。例えば、生態を観察するという教育的効用は、檻の中の虎を檻の外から眺

めるよりも、野生の虎を捉えた映像番組を見るほうがずっとよく達成されるのではないか。

あるいは、「希少な生物を保護・繁殖させる」ことは動物園・水族館がなくても、例えば

「保護・繁殖センター」でできるだろう。なによりも、こうした効用に訴える動物園・水

族館擁護論は、大多数の国民にとって動物園・水族館が娯楽の場にすぎないという実態か

らかけ離れていると思われる9。こうした疑問点を私は直ぐに思いついてしまう。佐々木

は、どう思っているのだろうか。 

 

も、和歌山県の見解だけは動物園・水族館を擁護する。水産庁の見解には、動物園・水族館の擁

護が含まれない。 
9
  上野吉一は、「憩いの場」であると言う（「動物園動物の福祉」、136〜137 頁）。 
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 最後の質問は、「クジラに限らず、動物を殺して食べることは許されるのか？ 私たち

はどんなことに配慮すべきか？」というものである。この質問に対して、佐々木が紹介す

る見解は正面から答えているように思われる。ただし、この質問を取り上げて答えている

のは和歌山県の見解だけである。水産庁の見解はない。その和歌山県の見解を佐々木は次

のように紹介する。 

 

人が生きていくためには、他の生き物の命を犠牲にしなければなりません。私た

ちは牧畜によって大切に育てた家畜を屠殺し、丹精込めて育てた野菜を収穫して、

食料にします。（163 頁） 

イルカは知性の高い動物ですが、牛や豚などの家畜にも感情や知性があり、これ

らすべての動物には、われわれと同じく生きる権利があります。しかし、われわ

れは他の動物の命を犠牲にしなければ生きていくことはできません。（163 頁） 

 

ここには、驚くべきことが書いてある──「すべての動物には、われわれと同じく生きる

権利が」あるというのである。この言い方をするとき、暗黙のうちに、植物には生きる権

利がないということが含意されている。また他の動物の生きる権利が、われわれの生きる

権利と同じだというのである。そうであれば、われわれの生きる権利も他の動物の生きる

権利も両方とも尊重する必要がある。しかし、佐々木は、われわれの生きる権利と他の動

物の生きる権利とが両立しえないと考えるようである。上の引用の中の１つ目の文と最後

の文は、和歌山県の資料では、もう少し慎重に書かれている。それを佐々木は書き換えて

いる。 

 元の文と佐々木が書き換えた文とを比べてみよう。 

１つ目の文 

和歌山県 「人は皆、生きるために生き物の命を奪っています。」 

佐々木 「人が生きていくためには、他の生き物の命を犠牲にしなければなりません。」 

和歌山県の文は、現在の事実を述べているにすぎない。しかし佐々木の文は必然様相にな

っている。佐々木の文に比べて、和歌山県の文は、他の可能性、つまり現状の変更可能性

を認めている。 

最後の文 
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和歌山県 「肉を食べるために、我々はこれらの動物を殺さなければなりません。」 

佐々木 「われわれは他の動物を犠牲にしなければ生きていくことはできません。」 

和歌山県の文は、「肉を食べるため」という目的を立てた場合の条件文である。そこでは、

肉を食べない場合には動物を殺さなくてもよいということが含意されている。和歌山県の

文は、ごく単純な事実を述べている。それに対し、佐々木の文は、そういう条件なしに端

的に「われわれは他の動物を犠牲にしなければ生きていくことはできません」と述べてい

る。これは、われわれは他の動物を犠牲にしなくても生きていけるという事実に反する虚

偽文である。こうして比べてみると、どうして佐々木は和歌山県の文を改悪したのだろう

かという疑問が湧いてくる。 

 和歌山県の文のほうが正直である。和歌山県の文を引用しよう。 

 

すべての動物には、我々と同じく生きる権利があります。しかし、肉を食べるた

めに、我々はこれらの動物を殺さなければなりません10。 

 

この２つの文から簡単に、動物の生きる権利を尊重するためには肉を食べるべきでないと

いうことが推論できる。そういう可能性を和歌山県は認めているわけである。 

 佐々木の文の中でも、１つ目の文と最後の文は、同じようでありながら若干の違いがあ

る。１つ目の文では、「他の生き物の命を犠牲にしなければなりません」と述べられてい

て、例として野菜が挙げられる。しかし最後の文では、「他の動物を犠牲にしなければ生

きていくことはできません」と述べられている。１つ目の文が真であるとしても、そこか

ら最後の文は出てこない。たしかに私たちは動物か植物かなにかを食べないでは生きてい

けないが、動物を食べなくても生きていけるからである。 

 以上が、佐々木による水産庁や和歌山県の見解の紹介である。残念ながら佐々木の文章

はそこで終わる。水産庁や和歌山県の見解に対して動物の権利派は、どう反論するのだろ

うか。その反論に対して水産庁や和歌山県は、どう応えるのだろうか。そして、動物の権

利思想と水産庁や和歌山県の見解とどちらがより理に適っているのか。少なくとも佐々木

はどちらに分があると考えるのか。こうした疑問が尽きない。けれども、本書にそうした

 
10
  「太地町でのイルカ漁業に対する和歌山県の公式見解」、10 頁。 
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深い追求はない。その点が少し物足りないけれども、新書の入門的性格上、しかたがない

のかもしれない。 

 

第３節 イルカの知性 

 なぜ「イルカ漁をターゲットにするのか」についてはすでに述べたけれども、イルカに

焦点が当てられるのには、戦略的だけではない理由もある。佐々木が述べるように、イル

カは「知能も高くて人間に愛嬌を見せる」からである（146頁）。イルカの知性について、

本書の第５章を執筆したジェイ・アラバスターは、次のように述べる。 

 

イルカの脳は大きく、１９５０年代から６０年代にはたくさんの研究がされた。

ジョン・C・リリー博士による研究はその代表例で、１９６７年に博士がイルカ

の知性について著した書籍『The Mind of the Dolphin: A Nonhuman Intelligence』（未

邦訳、「イルカの精神：非人間的知性」の意）は、イルカのもつ優れた知性を世

界に知らしめるきっかけとなった。人々は人間とイルカの交流に魅せられ、60 年

代の人気映画・テレビドラマ『わんぱくフリッパー』の制作につながる。以後、

鯨とイルカの行動研究は続き、この賢く愛らしい海洋哺乳類動物は熱心な保護活

動の対象となっている。（197〜198頁） 

 

この引用で最後の部分は、アメリカ合衆国の事情であるけれども、前半部は科学の話であ

る。 

 2010 年 5 月にはヘルシンキで「鯨類の権利──道徳的法的な変化の促進会議」が開か

れ、その会議の成果として「鯨類の権利宣言──クジラとイルカ」が出された11。この宣

言を出したのは「ヘルシンキ・グループ（Helsinki Group）」と呼ばれる 11 人で、その内訳

は、生物学者が４人、倫理学者が３人、活動家が３人、法学者が１人である。この宣言で

は、「科学研究によって、鯨類の心や社会や文化がいかに複雑であるかがより深く理解さ

れるようになったことに鑑み」、「すべての鯨類には人格として、生命と自由と幸福への権

利があると主張する」と述べられている12。 

 
11
  The Helsinki Group, “Declaration of Rights for Cetaceans.” 

12
  訳は拙訳である。 
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 なお、この宣言に関して、アラバスターは次のように述べる。 

 

この宣言では、クジラとイルカは人間と同等の知能を持つゆえに、「非人間的な

人」13として認められるべきであり（199 頁） 

 

しかし「鯨類の権利宣言」では、「クジラとイルカは人間と同等の知能を持つ」とは述べ

られていない。 

 さらに 2012 年 2月にバンクーバーで「鯨類の権利宣言──知性が倫理や政策にとって

意味するもの」と題するシンポジウムが開かれた。このシンポジウムは、鯨類の知性に関

する科学的事実を提示して、それが倫理や政策にとって何を意味するかを探るというもの

であった14。科学的事実とは一言で言うと、「クジラとイルカには高度な認知能力がある」

ということであり、それの倫理的・政策的含意も一言で言うと、「鯨類の権利宣言」であ

り、「鯨類には、生命と自由と幸福への権利がある」ということである。 

 だから、「イルカ漁をターゲットにする」ことについては、たしかにイルカがカリスマ

動物ということもあるだろうけれども、それとは別の科学的根拠もある。科学的根拠とい

うことで言えば、イルカを魚の同類として扱うことがそもそも科学的根拠を欠くと私には

思われる。たしかに昔は人々がイルカを魚だと思っていたかもしれない。しかし、イルカ

が魚ではないということが科学的に分かれば、イルカの扱いも魚とは違ってくるはずだろ

う。日本の法体系では、野生動物に関わるのは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律であり、この法律が対象とするのは野生の鳥類と哺乳類である。イルカは野

生の哺乳類であるにもかかわらず、なぜかこの法律によって保護されていない──それが

大きな問題だと私には思われる。 

 それはとにかく、佐々木は反イルカ漁運動をイルカ神話と結びつけようとする。そうす

ると、反イルカ漁運動は非科学的だという印象を与える。しかし実際には、イルカの権利

運動はなによりも科学的事実を拠り所としているのである。運動団体にとって、イルカは

 
13
  引用者（浅野）注 「非人間的な人」は、non-human person の訳と思われるが、訳として不適

切であり、「人間以外の人格」または「ヒトでない人格」が適訳である。 
14
  Bird, “Declaration of Rights for Cetaceans: Ethical and Policy Implications of Intelligence.” 
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科学的根拠とカリスマ性と両方を備えていて都合がいいのだろう。 

 

第４節 アメリカの動向──特に動物の権利訴訟について 

 第５章でアラバスターは、「動物の権利」運動をアメリカ合衆国における解放運動の流

れの中に位置づけて紹介する。これはシンガー『動物の解放』以来の路線で、アラバスタ

ーはシンガーの言葉を引用して、次のように述べる。 

 

「我々は黒人解放運動、同性愛者解放運動、その他様々な解放運動を目の当たり

にしてきた。そして女性解放運動がその最終形だと思った者もいるだろう。」／

しかし、と彼[シンガー]は続ける。15（173 頁） 

 

シンガー『動物の解放』から引用しよう。 

 

解放運動は、私たちの道徳上の視野の拡大を要求する。16 

 

だから女性解放運動の次には動物解放運動が来るのである。 

 この後、アラバスターは、「動物の倫理的扱いを求める人々の会（People for the Ethical 

Treatment of Animals）」のことを紹介し、動物の権利運動と環境保護運動の違い、動物福祉

と動物解放の違いを説明する。その途中でアラバスターは、反イルカ漁を、次のように述

べて感情問題として規定する。 

 

クジラを捕りたいという欲求も、クジラを捕るべきではないという考えも、どち

らも感情に基づいている。（183 頁） 

 

少し上で述べたように、鯨類の権利は科学的事実に基づいて主張されている。しかし、ア

 
15
  角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。ちなみに、ここのシンガーの言葉は、「動物の解放

（Animal Liberation）」と題する書評（1973 年）の冒頭部分であるけれども、なぜか冒頭部分が

Peter Singer, Why Vegan では割愛されている。したがって、Why Vegan の邦訳である『なぜヴィ

ーガンか？』にも訳されていない。 
16
  シンガー『動物の解放 改訂版』、15 頁。 
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ラバスターによれば、その科学的事実にどういう倫理的意味を認めるかは、鯨類に共感す

るかどうかによって決まるので、最終的には感情問題だということだろうか。 

 アラバスターの第５章で興味深いのは、動物の権利訴訟である。特に、「ノンヒューマ

ン・ライツ・プロジェクト（Nonhuman Rights Project）」という団体の活動が注目に値する。

この団体は、スティーヴン・M・ワイズが始めたもので、人間以外の動物に法的権利を得

させようとする市民権運動の団体である17。この目的のためにノンヒューマン・ライツ・

プロジェクトは、「ヘイビアス・コーパス（Habeas Corpus）」と呼ばれる法的技術を活用す

る。この「ヘイビアス・コーパス」は「人身保護令状」と訳されるけれども「身柄提出令

状」とも訳される。これは英米のコモン・ローの下での技術で、日本では馴染みがないの

で、詳しく説明してもらいたいところである18。「ヘイビアス・コーパス」を私が説明する

と、拘束の合法性を審理するために、拘束されている者を裁判所に連れてこさせるもので

ある。したがって、拘束の不当性が証明される以前に、拘束されている者を実質的に拘束

から救い出すことができる。 

 これの有名な先例は、イングランドであったサマセット対スチュワート事件（1772 年）

である。当時、逃亡奴隷のサマセットは、所有者のスチュワートによって捕えられ、ジャ

マイカに売り飛ばされようとしていた。そのとき、サマセットの代父と代母が、王座裁判

所に身柄提出令状の申し立てを行い、サマセットの身柄は裁判所に移された。裁判所は拘

束の合法性を審理し、裁判長マンスフィールド卿は、奴隷制が合法ではなくサマセットが

解放されるべきという判決を下した。この判例にどういう意義があるかと言うと、法的に

person でなかった者を法的な person に変えたということである。どうしてそういうこと

が可能になるかと言うと、法的な person は、生物学的なヒトと同じではないからである

19。昔は、そのことが明瞭であった。女性や子供は法的な person でなかったからである。

もちろん今は、すべてのヒトが法的な person である。そのことでかえって、法的な person

と生物学的なヒトが同じではないことが見えにくくなっているかもしれない。しかし現代

でも、生物学的なヒトでない法的な person は、身近にある。特定非営利活動法人から株式

 
17
  ワイズに関しては、日本語で読める論文として「動物の権利、一歩ずつ着実に」を参照。 

18
  とはいえ、新書であることを考えると、アラバスターの説明で十分かもしれない。 

19
  この点をアラバスターは「会員クラブ」という比喩を使って説明する。 
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会社まで、ありとあらゆる法人が、生物学的なヒトではないけれども法的な person であ

る。 

 ノンヒューマン・ライツ・プロジェクトは、この法的技法を人間以外の動物の場合にも

活用しようとする。それは、裁判所が、法的な person でなかった奴隷を法的な person に

変えてくれたように、法的な person でない動物を法的な person に変えてくれることを狙

ってのことである。実際にノンヒューマン・ライツ・プロジェクトは 2013 年に「トミー

（Tommy）」と「キコ（Kiko）」というチンパンジーのために訴訟を起こした。それについ

てアラバスターは次のように紹介する。 

 

２０１３年、NhRP[ノンヒューマン・ライツ・プロジェクト]はこの２匹の代理

としてニューヨーク州で訴訟を起こし、２匹が「人間」20として人身保護を受け、

自然保護区（サンクチュアリ）に移されるべきだと主張した。どちらも退けられ

たが、判事は同情的なコメントも残している。団体は著名な研究者の支援を得て

次々と上訴したものの、最終的に州最高裁21で人身保護令は人間にのみ適用され

るものだとして棄却された。／‥‥２０１８年にニューヨーク州最高裁は本件に

関する最終的な判決を下したが、判事の１人が判決とともに意見書を出すという

異例の結末を迎える。ユージン・M・ファヘイ裁判官が、意見書の中で将来的に

はチンパンジーの人身保護令が認められる可能性があることを述べたのだ22。／

‥‥ファヘイ裁判官は、チンパンジーのような動物が「人間23として扱われるべ

きか、あるいは所有物、つまりモノとして扱われるべきかは、将来的にいずれ審

理されるべき課題である」と述べた。そして、将来の審理に向けて自身の考えを

こう述べている。 

「私の考えでは、本件は、チンパンジーが人間の定義に当てはまるか、あるいは

チンパンジーが人間同等の権利や義務を有するかを問うよりも、チンパンジーが

人身保護令によって保護されるべき固有の自由権を有するかを問うことで、より

有意義な審理ができる。これは道徳的・法的地位の問題だ。さらに、この問いに

 
20
  引用者（浅野）注 チンパンジーは人間ではないので、ここは「人間」ではなく「人格」と訳

すのが適切である。 
21
  引用者（浅野）注 「最高上訴裁判所」という訳もある。 

22
  引用者（浅野）注 ファヘイの意見は、State of New York Court of Appeals, “Motion No. 2018-268”
で読むことができる。 

23
  引用者（浅野）注 ここも同様に、「人間」よりも「人格」のほうが適切である。 
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対する答えは、種としてのチンパンジーの本質的な性質に対し、私たちがどう評

価するかによって決まるのである」（195〜196頁） 

 

 さらに続けてアラバスターは次のように述べる。 

 

その後も、NhRP[ノンヒューマン・ライツ・プロジェクト]は別の２匹のチンパ

ンジーおよび４頭のゾウの代理人として訴訟を起こしている。うち２件では人身

保護令を勝ち取り、所有者になぜ動物を「監禁」しているのか、説明を命じる判

決が下った。24（196頁） 

 

ここで「別の２匹のチンパンジー」というのは、ハーキュリース（Hercules）とリオ（Leo）

のことと思われ、「うち２件で」というのもハーキュリースとリオの件と思われる。しか

し、その２件について「人身保護令を勝ち取り、所有者になぜ動物を「監禁」しているの

か、説明を命じる判決が下った」というのは不正確である。たしかに当初（2015 年 4 月

20日）そのように思われる展開になり25、そのように報道されたけれども、それを裁判所

はすぐに（2015 年 4 月 21日）訂正したので26、実際には「人身保護令を勝ち取」ったわ

けではなく、訴えは退けられた27。 

 上の引用で「４頭のゾウ」というのは、ビューラ（Beulah）とカレン（Karen）とミニー

（Minnie）の３頭およびハッピー（Happy）のことと思われる。このうち、ビューラとカ

レンとミニーに関しては、訴えが退けられた。ハッピーについて、アラバスターが執筆し

た時点では「訴訟が続いている」（196頁）とだけ書いてあるけれども、その後の展開を記

しておく。2022 年 6 月 14 日、ニューヨーク州最高裁は、ノンヒューマン・ライツ・プロ

ジェクトの訴えを退けたけれども、このときの裁判官の判断は５対２であった。つまり、

５人が多数派で訴えを退けたけれども、２人が棄却に反対した。2018 年の判決でファヘ

 
24
  ここでも角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。 

25
  Supreme Court of the State of New York, “Order to Show Cause & Writ of Habeas Corpus.” Kiem, 
“Chimpanzees Take a Huge Step Toward (Some) Human Rights”も参照。 

26
  Supreme Court of the State of New York, “Amended Order to Show Cause.” Calamur, “N.Y. Judge 
Amends Habeas Corpus Order For Chimps”も参照。 

27
  Supreme Court of the State of New York, “Decision and Order.” 
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イ裁判官は控えめに意見を述べていた。それに比べて今回 2022 年の判決では２人の裁判

官ローワン・D・ウィルソンとジェニー・リベラが多数派の意見に強く反対した。 

 例えばウィルソン裁判官は次のように述べる。 

 

[ハッピーは]監禁によって大きな苦痛を被っているし、監禁は、たしかにどの実

定法も犯していないけれども、ほとんどなんの社会的便益も生み出していない28。 

たとえハッピーが奴隷であったとしても──現実には奴隷でないのだけれども

──身柄提出令は、奴隷とされた生き物の監禁問題に対処するために使われうる。

ハッピーが動物であることは、法がハッピーに権利を付与する妨げにならない。

実定法がすでにハッピーにいくらかの権利を与えていることは、身柄提出令の制

限にならない。実定法によって動物園がハッピーを管理していることも、身柄提

出令の制限にならない。ハッピーが解放されえず、より適切な保護環境への移転

が必要だということも、身柄提出令を利用できなくするようなものではない29。 

ハッピーが提出した証拠が示すように、ハッピーには非常に顕著な認知的、情緒

的、社会的な必要性と能力とがあり、そうした特質とハッピーの具体的な監禁状

況とが相まって、差し当たり、ハッピーの現在の監禁が不正だという主張が確立

される30。 

自由を求めるハッピーの権利を認めるべきである──それは、たんにハッピーが

野生動物であり、檻に入れて展示するためのものではないからというだけではな

くて、私たちがどのように他者に権利を付与するかによって、私たちの社会がど

のような社会であるかが決まるからである31。 

 

リベラ裁判官も次のように述べる。 

 

ハッピーは、物理的に自由でないとしても自律的な存在である。法には、この本

質的に有害な監禁に異議を唱える方法があり、ハッピーは、身柄提出令によりし

かるべき救済を求めて手に入れる機会を奪われるべきでない。したがって私は、

 
28
  State of New York Court of Appeals, “June 14, 2022 Decision No. 52,” Wilson’s Dissenting Opinion, p. 
3. 角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。 

29
  Ibid., p. 69. 

30
  Ibid., pp. 69-70. 

31
  Ibid., p. 70. 
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多数派意見に反対する32。 

ハッピーの監禁は、本質的に不正であり、非人道的である。それは文明社会への

侮辱であって、ハッピーが監禁されて人間の見せ物になっている限り、私たちの

人間性も貶められているのである33。 

 

この２人の意見は、動物の権利運動にとって大きな意義があると思われる。 

 他にアラバスターは、2012 年に動物の倫理的扱いを求める人々の会（PETA）がシャチ

の代理人として起こした訴訟（201 頁）なども紹介している。 

 立法についてもアラバスターは次のように簡潔に紹介する。 

 

２０１６年には、カリフォルニア州がシャチの繁殖や州外からの搬入を禁止する

法令を施行したことで、実質的に水族館では新しいシャチを飼育することができ

なくなった。‥‥／‥‥シャチやイルカの飼育を廃止しようとする運動は徐々に

拡大している。現在ではカナダ、インド、トルコといった多くの国がシャチやイ

ルカの飼育を廃止している。（202〜203 頁） 

 

 そしてアラバスターは第５章を次のように締めくくる。 

 

動物の権利運動は今、その過渡期にある。‥‥動物の権利運動とは、これまで人

間のみが入ることができた「解放クラブ」に、動物を入会させようとする運動で

あり、人間社会と動物との関わりに変化を起こそうとする試みなのである。（203

頁） 

 

第５節 女性への注目 

 本書には、気になる特徴がある。佐々木は、「動物の権利」運動を担っているのが主に

女性であることを執拗に強調する。拾ってみよう。 

 

[「生物調査局（LIA）」が発信する]土曜朝の「Perfect Blue Cove Day」には、す

ぐさまインスタグラムのメッセージ欄に多くの言葉や絵文字が寄せられた。／‥

 
32
  Ibid., Rivera’s Dissenting Opinion, p. 3. 

33
  Ibid., p. 21. 
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‥／支持したユーザーの性別は圧倒的に女性が多い。34(31 頁） 

和歌山県太地町の反イルカ漁キャンペーンに集まる抗議者たちの半数以上は女

性ではないか、との指摘は以前から町内の関係者でもささやかれていた。‥‥／

‥‥実際に町内での抗議デモを取材すると、女性たちが圧倒的に多いことがわか

る。（104頁） 

２００９年公開の『The Cove』以降、これだけ[50 人ほど]の抗議者や活動家が一

堂に太地町に集まるのは記憶にない。そして全員が日本人であり、やはり女性の

参加者が過半数を占めるのも特徴である。（106〜107 頁） 

ビーガンに女性が多いことは、国内外の調査結果に表れている。／アメリカ、イ

ギリス、オーストラリアなど英語圏で広く読まれているビーガン専門サイト

『Vomad』は、２０１８年 10〜12 月、ビーガニズムについての世論調査を行っ

た。‥‥／男女別は女性が 81.9％で圧倒的に多かった。35（113 頁） 

 

たしかに動物の権利運動の参加者に女性が多いというのは事実である。しかし佐々木は、

どうしてその事実を執拗に強調するのだろうか。そのことにどういう意味があるのだろう

か。 

 本書の中で、動物の権利運動に女性が多いということは、動物の権利運動の感情性、非

科学性と並置される。例えば佐々木は次のように述べる。 

 

中継ライブに寄せられるメッセージを見ると、多くのユーザーがイルカを擬人化

して、感情的になっているのがわかる。反捕鯨、反イルカ漁運動は「科学的議論

より感情論」「理屈ではなくイメージ先行」と言われる。イルカは大きな脳を持

っていて賢い。仲間と共同生活を営んでおり、イルカ語を話して、複雑な感情を

持っている──。１９７０年代から、科学的な根拠が示されぬままこうしたイメ

ージが大衆文化に浸透し、21 世紀の今も、太地町反イルカ漁キャンペーンにつ

ながっている。（39 頁） 

このライブ[イルカ漁のライブ配信]の常連視聴者たちはもう、漁師たちの暮らし

や気持ちなど一切、歯牙にもかけなくなっている。入り江に追い込まれようとす

るイルカたちを憐れみ、「なんとか逃げて」と訴えている。やはり、イルカの方

に主観を入れて、感情的になって言葉をつづっている。（54頁） 

 
34
  角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。 

35
  他にも同様の記述が、35 頁、40 頁、105 頁、120〜121 頁、152〜153 頁にも見られる。 
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87件ついたコメント欄にはこんなメッセージが寄せられた。 

[サユが]子育てに一段落が付き、捨て犬や捨て猫の保護活動に入ったのも、人間

の勝手に振り回される動物たちを放っておけないと思ったからだ。活動している

うちに同じ考え方を持つ、動物思いの女性たちに出会うようになった。 

「私の仲間は、とにかく弱いものいじめが大嫌い。動物が人間に閉じ込められて

いる状況を見ると、解放するべきだという気持ちが強くわいてくる。理屈ではな

く感情から参加する人が多いのも、女性特有の現象だと思う」（120 頁） 

反イルカ漁キャンペーンは「イルカは賢い」「イルカ語を話す」などとする非科

学的な「イルカ神話」に立脚するところも多く、太地町での抗議活動はそうした

グループの象徴的な存在である団体の「ドルフィン・プロジェクト」によって主

導されてきた経緯がある。36（131 頁） 

 

 特に動物の権利運動ないし反イルカ漁運動の非科学性について、佐々木は「イルカ

神話の解体あるいは脱構築」という節で、次のようにイルカ研究者ジャスティン・グ

レッグの言葉を引用する。 

 

「動物の権利擁護者の多くは、イルカも含めたほとんどの動物が、倫理的扱いを

受けるに足るだけの『意識を持つ』ことは当たり前だと考えている。そのため、

動物の自己覚知や意識をどう定義し、どう確認するか、科学的な論争までは踏み

込まないことが多い（気にかけてさえいない場合もある）」（146頁） 

 

そして佐々木自身次のように述べる。 

 

確かに、反イルカ漁キャンペーンの SNS にコメントを寄せる支持者たちの言葉

を見ると、グレッグの指摘は腑に落ちる。彼らは科学的知見とは関係なく、動物

の苦痛や死を取り除くことだけに主眼を置いており、イルカは決して殺されては

ならない、と訴えている。（146頁） 

 

 このように、動物の権利運動に女性が多いことが、動物の権利運動の感情性や非科

学性とともに述べられたとき、どういう効果があるだろうか。佐々木は明言しないけ

れども、「動物の権利運動は、女性が感情で行なっている非科学的なものだ」という

 
36
  他にも類似の記述が、63〜64頁、107 頁、112 頁、119 頁にも見られる。 
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ような言外の意味になり、動物の権利運動を貶める効果があると思われる。もちろん

解釈によっては、科学では真実は分からず、感受性の高い女性が中心になって行なっ

ている動物の権利運動は人間に真実を伝える素晴らしい運動だという意味合いだと

理解することも可能かもしれない。しかし、普通に読めば、動物の権利運動を貶める

印象を与える。 

 実際のところ、イルカの認知能力はどうなのか。イルカの認知能力が高いというの

は神話なのか。この点について佐々木は次のように述べる。 

 

グレッグは数々の最新研究の分析を挙げて、地球上に生息するあらゆる動物の中

で、洗練された社会的行動をとったり、驚くべき認知能力を持っていたりするの

は、イルカだけではないと主張している。‥‥／動物の生態に関する最新研究は、

多くの生き物が、優れた認知能力があることを示している。イルカも確かに高い

認知能力を持っている（145 頁） 

 

だから結局、イルカには高い認知能力がある。イルカの認知能力が高いというのは神

話でないのである。「イルカ神話の解体」というのは、イルカだけが高い認知能力を

持っているという神話の「だけ」という部分を否定するのであり、その理由は他の動

物も高い認知能力を持っているということである。したがって、イルカの認知能力が

高いということは神話ではなく、解体されない。その意味では、動物の権利運動が非

科学的だということのほうが神話にすぎないのである。 

 どうして動物の権利運動には女性が多いのかという問いに関して佐々木は、次のよ

うにエミリー・ガーダーの考察を紹介する。 

 

[ガーダーが]２００６年に著した「動物の権利におけるジェンダー・クエスチョ

ン：なぜ女性が大多数なのか？」のレポートにもこんなくだりがある。／ガーダ

ーが引用した先行研究によれば、「動物の権利運動の参加者は 68〜80％が女性」

（Jasper and Poulsen 1995; Lowe and Ginsberg 2002）だという。また、参加者は「年

齢や政治的見解、教育レベルに関係なく、女性の方が男性よりも動物の擁護者の

可能性が高い」（Kruse 1999）という。37（121 頁） 

 

ここで「動物の権利運動の参加者は 68〜80％が女性」は、ガーダーが引用しているのでは

 
37
  角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。 
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ない。佐々木がガーダーを引用しているのである。だから正確には、「ガーダーが引用し

た先行研究」ではなく、「ガーダーが参照した先行研究」または「ガーダーが依拠した先

行研究」と書くべきである。また佐々木がガーダーから引用する文は「動物」で始まり「女

性」で終わる。鉤括弧の後の丸括弧部分は引用の外にあり、佐々木の文章になる。ところ

が、「Jasper and Poulsen 1995; Lowe and Ginsberg 2002」と書かれても、これら２つの文献の

書誌情報がまったくないので、読者は途方にくれる。同様のことは、「年齢や政治的見解、

教育レベルに関係なく、女性の方が男性よりも動物の擁護者の可能性が高い」についても

言える。この引用は、Kruse からの引用でもなければ、ガーダーが Kruse を引用している

のでもない。佐々木がガーダーを引用しているのである。Kruse 1999 の書誌情報がない点

もすぐ上と同じである。 

 次いで佐々木は、どうして動物の権利運動には女性が多いのかという問いに対してガー

ダーが挙げる５つの説明を紹介する。 

 

① ジェンダー化した経済構造：「屋外で働く女性が少なく、（女性の方が）動物の

諸問題に多くのエネルギーを費やすことができる」 

② リクルートネットワーク：「女性は、動物の福祉の組織から動物の権利運動に

リクルートされている」 

③ 広くシェアされている不平等さへの共感：「女性は動物が苦しんでいる状態を

（人間が受ける）虐待や抑圧と関連付けている」 

④ 社会的学習による説明：「感情的な表現と思いやりは、男性よりも女性の方が

受け入れやすい」 

⑤ 生物学的理論：「女性は生まれつき子育てをする人であり、自らの本能に従っ

ている」 

 

これら５つの説明は興味深い。ただし、「屋外で働く女性が少な」いと、どうして「（女性

の方が）動物の諸問題に多くのエネルギーを費やすことができる」ようになるのだろうか。

男性でも屋外で働く人は少ないだろう。そうであれば、男性も、動物の諸問題に多くのエ

ネルギーを費やすことができるのだろうか。そうではない。「屋外で」の訳が間違ってい
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るのである。英語の原文は、outside the home である38。これの意味は、「屋外で」ではなく

て、「自宅外で」ということである。ちなみに、ここの work outside the home は少し後の言

い換えでは、be employed full time となっている39。つまり「パートではなく週 40時間以上

誰かに雇用されている」という意味である。３つ目の説明も、訳が不正確と思われる。「広

くシェアされている不平等さへの共感」の原文は、empathy based on shared inequalities であ

る40。だから正確には、「不平等さへの共感」ではなくて、「不平等さに基づいた共感」で

ある。また「女性は動物が苦しんでいる状態を（人間が受ける）虐待や抑圧と関連付けて

いる」の原文は、women relate to the abuse and oppression that animals suffer である41。ここ

で thatは目的格の関係代名詞であり、sufferは他動詞であり、abuse and oppression は関

係代名詞の先行詞である。relate to A は、「Aを自分のことのように感じる」という意味で

ある。直訳すれば、「女性は、動物が被る虐待や抑圧を自分のことのように感じる」とな

る。この文は、少し後の言い換えでは、women identify with the oppression of animals based 

on similar experiences of objectification, subordination, and/or abuse となっている42。噛み砕い

て訳せば、「女性は、自分自身がモノとして扱われ、従属させられ、虐待された経験があ

るので、動物の抑圧にも（我がことのように）共感する」というような意味である。 

 

第６節 細々とした点 

 佐々木の問題関心は偏っている。本書の題名は『「動物の権利」運動の正体』である。

「正体」という言葉には、正体を知られては困る者たちの正体を暴くというような意味合

いがある43。しかし、「動物の権利」の運動団体は、正体を知られて困るような団体ではな

い。自分たちが何者であり、どういう理由からどういう主張をするのかを積極的に情報発

信している。ネット上のホームページ等で情報発信しているだけではない。路上に出て、

 
38
  Gaarder, “The ‘Gender’ Question of Animal Rights,” p. 2. 

39
  Ibid., p. 3. 

40
  Ibid., p. 2. 

41
  Ibid., p. 2. 

42
  Ibid., p. 5. 

43
  佐々木のこれまでの２著が『シー・シェパードの正体』、『恐怖の環境テロリスト』であったこ

とにも注意。 
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街宣活動を行っている。「動物の権利」の運動団体は、自分たちの意見をできるだけ多く

の人に知ってもらいたいのである。このことは、佐々木も分かっている。例えば佐々木は

次のように述べる。 

 

ここまで詳細にレンたちの資金源や活動の実態を外部の者がレポートしたのは

初めてだ。警戒する警察や漁師たちにとって、対策強化のために得られる情報も

多いだろう。／しかし、レンが惜しみなく披露したのは、自分たちの活動も違法

行為ではなく、多くの支持者がバックについていると確信しているからだ。レン

は「太地での活動自体がオープンにならないと、われわれの問題意識は社会に広

がっていかない。堂々と活動し、堂々と問題点を訴えていくことが重要だと考え

ている」とも語る。（50〜51 頁） 

 

ここで「レン」と呼ばれるのは、「生物調査局（LIA）」の代表者ヤブキレンのことである。

にもかかわらず、『「動物の権利」運動の正体』という題名は、「動物の権利」運動を行う

者たちが正体を知られては困るような、いかがわしい輩であるかのような印象を与える。

むしろ本書の題名は、『「動物の権利」運動とは何か』もしくは『「動物の権利」運動の現

在形』とでもしたほうが良かったのではないか。 

 また佐々木は次のように述べる。 

 

太地町内でこの日本人活動家と一緒に行動を共にする仲間に密着取材し、物語の

主人公にした。（７頁） 

 

「この日本人活動家」というのは、すでに紹介したヤブキレンのことである。「物語の主

人公」というのは、本書の主人公という意味である。つまり佐々木が本書の主人公にする

のは、「生物調査局（LIA）」という「動物の権利」運動団体である。ただし、そうするこ

とで、「動物の権利」運動を担う他の多くの団体や個人が度外視されている。また佐々木

が密着取材するのは太地町内での活動なので、本書の主人公になるのは実質的に反イルカ

漁運動である。そうした点で、本書は「動物の権利」運動の全体像を伝えていない。「動

物の権利」運動にとって、本丸は畜産であり、イルカ漁は周辺に位置する小さな問題にす

ぎない。たしかに畜産のこと（65〜66頁、142 頁）も競馬のこと（68〜73 頁）も野生動物
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のこと（83〜87 頁）も伴侶動物のこと（120 頁、127 頁）も本書の中で触れられてはいる。

しかし本書のほとんどはイルカ漁の話である。その意味で本書の題名は、『反イルカ漁運

動とは何か』ないしは『反イルカ漁運動の現在形』とでもしたほうが良かったのではない

か。 

 本書の物語は、2021 年１月「１頭のミンククジラが太地沖の定置網にかかり、網の外に

出られなくなってしまった」（３頁）出来事から始まる。この「混獲」に関して佐々木は

次のように述べる。 

 

意図せず、捕獲する対象ではない魚やクジラが網にかかった場合、「混獲（by-

catch）」として資源の有効活用が認められている。（４頁） 

混獲自体が問題ではない（５頁） 

合法的に認められている「混獲」（６〜７頁） 

定置網に入った「混獲」（※条件付きで資源の有効活用が認められている）のミ

ンククジラ(43 頁） 

 

このように解釈することも可能かもしれないけれども、やはり不正確であり読者に誤解を

与える。水産庁の資料から引用しよう。 

 

クジラは、捕鯨業以外では、原則として、捕獲が禁止されています。したがって、

刺し網などで混獲を発見した場合には、捕獲禁止の違反とならないように、船上

に引き揚げたり、持ち帰ったりせず、直ちに海へ戻してください。 

 

定置網にクジラが入ったときは、‥‥原則として、入網したクジラを逃がす努力

をお願いします。ただし、人命の危険を冒して、あるいは、漁具を大幅に破損し

てまで、無理をして逃がす必要はありません。漁業の許可及び取締り等に関する

省令の規定では、ひげ鯨等は混獲の報告、DNA の分析などを行うことを条件と

して、その資源の有効利用ができることになっています。／ただし、これは、積

極的に利用しなければならないということではなく、状況に応じて漁業者の判断

で処理すればよいということで、これまでの逃がす努力の変更を求めるものでは

ありません。なお、特にミンククジラについては、現在、捕鯨業の対象となって

おり、捕獲枠も設定されていますので、安全面に配慮しながら、解放することが
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できないか可能な範囲でご検討ください。44 

 

２つ目の引用で「ひげ鯨」というのには、ミンククジラが含まれる。水産庁の資料は、質

問に答えるという形をとっているので優しい言葉で書かれているけれども、趣旨は明らか

である。つまり、ミンククジラを逃がすのが原則であって、捕獲して利用することは例外

として認められるに過ぎない。佐々木の書き振りは、一定の条件を満たせばミンククジラ

を自由に利用してよいかのような印象を与える。しかし、そうではない。水産庁の資料は、

なんとかミンククジラを解放することができないか、努力するように念を押している。 

 佐々木の「混獲自体が問題ではない」という言葉も、少し問題である。恐らくこの文は

「やむを得ない場合の混獲は許される」という趣旨だろうけれども、最初から混獲が問題

でないかのような印象を与える。現実には、混獲自体が問題であり、水産庁は混獲を減ら

すよう対策に取り組んでいる。 

 混獲について佐々木は、さらに次のように述べる。 

 

一部の種の個体数が激減しているクジラの混獲には厳格なルールが決められて

いる。原則として入網したクジラは逃がす努力を漁師たちに求めているが、「人

命の危険を犯して、あるいは漁具を大幅に破損してまで、無理して逃がす必要は

ない」とし、行政に混獲したことと個体のDNA分析を義務付けることを条件に、

捕獲して、その鯨肉を販売することを許可している。正規の捕鯨と同様に厳しく

個体管理が行われて、偶然の混獲を装ってクジラをとらえることがないよう、徹

底した管理がなされている。／もちろん、太地町でもその規則を守っており、そ

うした偽装捕鯨は行われていない。45（89 頁） 

 

しかし同時に佐々木は、上の文章と矛盾するように見える、次のようなことを述べる。 

 

定置網に入った魚やクジラ、ウミガメなどの処理はすべて行政の管理が徹底さ

れているのではなく、漁師たち自身の報告にまかされている側面が否めない46

 
44
  「鯨類の座礁・混獲」、１頁。ただし、丸括弧部分は省略した。 

45
  太字による強調は、引用者（浅野）が加えた。 

46
  ここでも太字による強調は、引用者（浅野）が加えた。 
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（89 頁） 

 

この関連で佐々木は次のようにも述べる。 

 

もし、この告発手法[ドローンによる空中からの撮影]が今後も許されるのであれ

ば、反捕鯨、反イルカ漁のキャンペーンの余波は太地町だけでなく全国に広がり、

混獲の状況が監視され、その実態が透明化されていく可能性がある。‥‥／捕鯨

やイルカ漁の漁師たちにすれば、反対キャンペーンは数十年続けられてきたこと

であり、もう慣れきってしまっているが、「ブーン」というドローンの飛行音と

その後に SNS で公開される鮮明な動画や写真は、活動家への警戒心を引き起こ

す。47（43〜44頁） 

 

これも筆致の問題かもしれないけれども、佐々木の文章は「この告発手法が今後も許され」

「混獲の状況が監視され、その実態が透明化され」ることが好ましくない可能性だという

印象を与える。しかし、レンが代表を務める「生物調査局（LIA）」が行うのは、日本の法

律や規則に基づいて違反者を告発することである。法律や規則を遵守する捕鯨やイルカ漁

の漁師たちは、水産庁の職員がいつ抜き打ちで視察に来ても困らないはずであるし、もし

水産庁に余裕があれば水産庁の職員が 24 時間常駐して監視していたとしても困らないは

ずである。 

 ときに佐々木の論述は矛盾しているように見える。例えば佐々木は一方で次のように述

べる。 

 

レンは住民票を太地町に移してまで、この監視活動に携わっている。他の活動に

従事するため、町を離れることはあるが、どこからか給料が出ているのではない。

質素に暮らし、イルカの不幸を嘆く仲間たちの思いを背負い、ストイックな使命

感が自分たちの行動を支えている。（38頁） 

支援者は圧倒的に日本人が多い。「95％が日本人です」とレン。反対運動が資金

的にも日本人に支えられていることは目を引く。（46頁） 

 

 
47
  ただし角括弧部分は、引用者（浅野）が補った。 
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しかし他方で佐々木は次のようにも述べる。 

 

ヤブキはこうした状況に加え、費用の掛かる訴訟を海外の団体の支援を受けて行

なったり、告発状を作成したりしており、「かつてないタイプの日本人活動家だ」

と指摘する。（156頁） 

 

ヤブキとレンは同一人物なので、これら２つの文章は、ヤブキレンの資金源に関して（厳

密に矛盾しているのではないかもしれないけれども）矛盾する印象を与える。ただし、２

つ目の文章の主動詞「指摘する」の主語は、「ヤブキ」ではなく、この文章の前の文章に

出てくる「岩谷」であると思われる。そうとすれば、２つ目の文章は、佐々木が岩谷の考

えを紹介しているだけで、佐々木が自己矛盾しているのではないかもしれない。しかしそ

れでも佐々木は矛盾したことを語っているように見える。岩谷の考えを取り上げて紹介す

るのは、佐々木だからである。 

 佐々木は、イルカ追い込み漁について次のように述べる。 

 

太地町は４００年前の江戸時代から続く「古式捕鯨発祥の」。時代が変わっても

「くじらの町」の伝統的な風景は変わらず、漁師たちは今も捕鯨やイルカ漁の営

みを続けている。（22 頁） 

太地町の漁師たちが継承してきたイルカ漁の「カンカンカン」という音はこの時

期の町の風物詩だ。（52 頁） 

 

この叙述は誤解を招く。太地町で「カンカンカン」という音を鳴らす追い込み漁を始めた

のは、1970 年代である48。つまり、「カンカンカン」という音を鳴らす追い込み漁は昔か

ら継承してきたものではない。にもかかわらず佐々木の文章は、「カンカンカン」という

音を鳴らす追い込み漁が昔から継承されてきた伝統であるかのような印象を与える。 

 

まとめ 

 
48
  このときの経緯は、伴野『イルカ漁は残酷か』第３章が詳しい。また目黒『イルカ・クジラ解

放』は、イルカ漁全体について非常に詳しい。 
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 ここまで、さまざまな批判的なことを長々と述べてきた。けれども、本書の功績は、あ

まり知られていなかった「動物の権利」運動と「動物の権利」思想を一般に紹介したこと

にある。これまで「動物の権利」運動に関わってきた人には、自分たちの考えがどうして

伝わらないのだろうか、というもどかしさがあった。佐々木の本書は、これまでよりも広

い範囲の人たちに「動物の権利」思想を伝えてくれるのではないだろうか。特に前半のレ

ンとサユの生き様の描写はいきいきとしていて、読みやすい。 

 たしかに「動物の権利」思想をいくらか知っている人にとっては、本書が「動物の権利」

思想と水産庁や和歌山県の見解との対決をそれ以上考察していない点が物足りなく感じ

られるだろう。しかし、アメリカにおける最近の動向は興味深いだろう。特にノンヒュー

マン・ライツ・プロジェクトによる動物の権利訴訟は非常に興味深い。私もこの書評を執

筆する過程で、2022 年６月 14 日のニューヨーク州最高裁判決について調べ、大いに勉強

させてもらった。感謝したい。 
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